
富里市危険空家除却工事費補助金 

(令和8年度)の御案内 
 
 

空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。 

富里市では、生活環境の保全を図るため、市内に所在する倒壊のおそれなど、 

著しく危険な状態にある空き家を除却する方に、除却工事費の一部を補助します。 

 

申請 
令和８年4月１３日(月曜日)から申請することができます。（土、日、休祝日除く） 

※予算枠の上限に達した時点で、受付を終了します。 

対象の建物 

(全ての条件を

満たす空き家) 

①空家特措法第２条第２項に規定する特定空家等であること。 

※ただし、同法第２２条第３項の規定による命令を受けた特定空家等は除く。 

②個人が所有する戸建て住宅であること。 

③公共事業等による補償の対象となっていないこと。 

④補助対象空家を除却することに関し、全ての所有者の同意を得ていること。 

※当該補助対象空家が共有名義の場合に限る。 

対象者 

(全ての条件を

満たす方) 

①補助対象空家の所有者又は法定相続人 

※空家が共有名義、相続人が複数の場合、全員の同意書が必要です。 

②市税の滞納がない方  

③暴力団員等でない方 

対象工事 

(全ての条件を

満たす工事) 

①補助金の交付決定後に工事請負契約を締結した工事であること 

②施工業者が行う工事であること 

③補助対象空家の敷地内の建築物又はこれに附属する工作物の一部のみを除却する  

工事でないこと 。 

④令和9年１月３１日までに完了する工事であること 

補助金額 

最大５０万円（補助対象工事費の２分の１） 

補助対象工事費が１００万円以上の場合の補助金額は５０万円、除却工事費が １００

万円未満の場合の補助額は補助対象工事費の２分の１（千円未満は切り捨て）です。 

注意点 
補助金の交付を受けるには、工事の着手前に申請手続きが必要です。 

※申請書は、富里市ホームページからもダウンロードできます。 

【お問い合わせ・申請先】 

〒286-0292 富里市七栄６５２番地１  

富里市 都市計画課 宅地建築班（０４７６－９３－５１４８） 



 


